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１．修士課程
　本学法学部は、昭和41年４月に創設されました。以来、建学の理念及び教育目的を継承しつつ、時代や社会の諸要請に
応えることのできる健全な社会人、ことに企業その他、経済社会において必要とされる専門の法知識及び能力を具えた職
業人の養成を目的とした教育を実施してきました。
　しかし、近年の急激な社会経済環境の複雑化・情報化・国際化等に伴い、市民の生活関係や企業の経済活動等において
特殊で複雑な法律問題が多く提起されるようになり、このような複雑で専門化した学術研究や法律問題を現在の学部レベ
ルの課程で取り上げ教育し研究することは、事実上困難な状況にあります。また、その一方では、現在の法曹実務、行政
事務または経済活動等の諸活動において求められる最新の専門的な法知識、交渉能力、法的紛争の予防能力を身につけた
人材の需要も急激に高まっております。
　本学は、このような学部教育の実情や現在の社会的な要請並びに学生の要望等に応えるためには、学部教育を補完し、
より専門的な法理論及び実務理論を教授・研究する体制を充実・推進して高度な職業人の養成を目指す教育・研究の場を
設けることが急務であると判断し、平成７年４月、法的業務に従事する高度職業人の養成を主目的とする大学院法学研究
科修士課程を設置しました。更に、平成25年４月から、「基幹法コース」、「税法・ビジネス法コース」、「スポーツ法コース」
を設置して、研究環境の充実に取り組んでおります。

２．博士課程
　本学は、専門の法理論の教育・研究および法的業務に従事する高度職業人の養成は、修士課程にとどまらず、博士課程
においてもこれを継続して行うことによって完結することができるものと考え、既設の修士課程の上に連続する博士課程
を設置しました。
　従って、博士（後期）課程設置の趣旨は、次のように要約することができます。
　①本研究科博士（後期）課程は、より高度の法理論および実務理論の教授・研究によって法的業務を専門とする高度職
業人の養成並びに法律学を専門とする社会人の再教育を目的とします。

　②博士（後期）課程は、高度の法理論および実務理論の教授・研究に加え、高度の研究能力を備えた法律学を専門とす
る職業人による、法理論および実務理論の形成を目的とします。

Ⅰ 法学研究科　設置の趣旨令和８年度 法学研究科学事予定

時 期 学 事

令和８年４月 1 日（水） 学年開始／４月入学式
４月２日（木） 新入生オリエンテーション及び在学生ガイダンス
４月２日（木）

}履修指導期間
履修登録期間（予定）４月11日（土）

４月13日（月） 春期授業開始
４月中旬 修士論文テーマ発表会
４月29日（水） 授業日（昭和の日）
４月30日（木） 振替休日（４月29日）
７月３日（金） 振替休日（７月20日）
７月４日（土） 修士論文研究計画書の提出締切（15：00まで、修士2年）
７月20日（月） 授業日（海の日）
７月31日（金） 春期授業終了
８月８日（土）

}夏季休業（８月１日（土）～8月７日（金）補講日）
９月11日（金）
９月12日（土） ９月修了式

９月14日（月）
}履修登録期間（予定）※秋期科目のみ

９月17日（木）
９月18日（金） 秋期授業開始
９月20日（日） 令和８（2026）年度 Ⅰ期入学試験
９月21日（月） 授業日（敬老の日）
９月24日（木） 振替休日（９月21日）
９月下旬 修士論文中間発表会
10月10日（土）

}鶴川祭
10月11日（日）
10月12日（月） 授業日（スポーツの日）
10月23日（金） 振替休日（10月12日）
11月２日（月）

}楓門祭（11月２日は全キャンパス休講）
11月３日（火）
11月４日（水） 創立記念日（創立記念式典・全キャンパス休講）
11月14日（土）

}多摩祭
11月15日（日）
11月19日（木） 振替休日（11月23日）
11月23日（月） 授業日（勤労感謝の日）
12月27日（日）

}冬季休業
令和９年１月５日（火）

１月６日（水） 授業開始
１月30日（土） 秋期授業終了（１月15日（金）、27日（火）～29日（金）補講日）
１月30日（土） 修士論文提出締切（15：00まで）
２月７日（日） 令和９（2027）年度 Ⅱ期入学試験
２月中旬 修士論文審査会
３月７日（日） 令和９（2027）年度 Ⅲ期入学試験
３月20日（土） ３月修了式
３月31日（水） 学年終了


